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平成 20 年 12 月 15 日 

 
 
各     位 

 

不動産投資信託証券発行者名 

東京都中央区日本橋三丁目 3 番 11 号 

ス タ ー ツ プ ロ シ ー ド 投 資 法 人 

代表者名 執行役員     平出 和也 

（コード番号：8979） 

資産運用会社 

スターツアセットマネジメント投信株式会社 

代表者名 代表取締役    平出 和也 

問合せ先 管理部長     松田  繁 

TEL. 03-6202-0856 

 

U規約変更、役員選任及び会計監査人の異動に関するお知らせ 

 

 スターツプロシード投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役

員会におきまして、規約変更、役員選任及び会計監査人選任について、平成 21 年 1 月 19 日開催さ

れる本投資法人の第 3 回投資主総会（以下「本総会」といいます。）に付議することを決議いたし

ましたので、お知らせいたします。 

 なお、下記記載の規約変更、役員選任及び会計監査人選任は、本総会における各議案の承認可決

をもって効力を生じます。 

 

記 

1. 規約変更の主な内容と理由 

（なお、本項において取り上げられている規約の条項号の番号については、特に断りのない限り、

現行規約における条項号の番号を示すものとします。） 

（1）第５条、第10条、第13条、第16条、第18条、第22条、第24条、第27条、第33条、第36条、

第37条、第41条及び第42条関係 

会社法（平成17年法律第86号）、証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年法律第

65号）及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律（平成18年法律第66号）の施行により投資信託及び投資法人に関する法律及び証券取引

法（現金融商品取引法、以下「金融商品取引法」といいます。）その他投資法人に係る法

令が整備・改正されたこと等に伴い、現行の規約と関係法令との字句等の統一を図るため、

全般にわたって所要の変更を行うものです。 

（2）第７条、第８条及び第34条関係 

株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改

正する法律（平成16年法律第88号）の平成21年１月５日施行により社債等の振替に関する

法律が改正されることに伴い、所要の変更を行うものです。 

（3）第15条関係 

投資主総会の円滑な運営を図るため、投資主総会における議決権行使の代理人の数を１

名に制限するものです。 
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（4）第23条及び第41条関係 

設立の際に定めた規定のうち既に不要となった字句を削除し、規約を簡素化するもので

す。 

（5）第25条（新設）関係 

役員会の規約上の位置づけを明確にするため新たに規定を追加するものです。 

（6）第26条関係 

所得税法等の一部を改正する法律（平成19年法律第６号）の施行により租税特別措置法

第67条の15第９項以下が廃止され、特定目的会社の優先出資証券の全部を取得した場合の

除外規定が廃止されたことに伴い、該当条文を削除するものです。 

（7）第28条及び第30条（新設）関係 

金融商品取引法上の定めに合わせて表現の明確化・具体化を図るとともにその他法令諸

規則の変更等を受け、運用の基本方針の範囲内で本投資法人の資産運用に必要若しくは有

用と認められる資産への投資を可能にするため、特定資産の範囲を拡大し、また特定資産

に付随する資産への投資を具体化・明確化するために別途条項を設けるものです。 

（8）第29条関係 

新設いたしました第30条におきまして、主要投資対象の特定資産に付随する資産を具体

化・明確化したことに伴い、第29条を削除するものです。 

（9）第30条関係 

関係団体諸規則に照らし、表現の明確化・具体化を図るものです。 

（10）第40条関係 

所得税法等の一部を改正する法律（平成20年法律第23号）の施行により租税特別措置法

が改正され、投資法人に係る課税の特例の適用を受けるための要件の1つである借入先

（適格機関投資家）の定義が変更されたことから、当該定義を変更するものです。 

（11）第２条、第７条、第10条、第12条、第24条、第25条、第27条、第33条、第37条、第39条

及び第42条関係 

表現の明確化を図り、その他字句の修正を行うものです。 

（12）その他 

上記の変更に基づき規約の各条項の番号が不整合となった部分について整理し、それに

応じて各条項の番号を改めるとともに、規約全般にわたり各条項の整備を行うものです。 

 

（規約変更の詳細につきましては、別紙「第 3回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 

 

2. 役員選任について 

執行役員平出和也、監督役員野村茂樹及び監督役員松下素久は、平成 21 年 1 月 31 日をもって

任期満了となりますので、平成 21 年 1 月 19 日の開催される本投資法人の第 3回投資主総会に、

執行役員 1名（平出和也）及び監督役員 2名（野村茂樹及び松下素久）の選任にかかる議案を提

出するものであります。 

 

（役員選任の詳細につきましては、別紙「第 3回投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 
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3. 会計監査人の異動について 

（1）会計監査人の選任に係る議案の提出に至る経緯及び理由 

本投資法人の会計監査人であるあずさ監査法人が、本総会の終結の時をもって任期満了により

退任することに伴い、その後任として監査法人日本橋事務所の選任に関する議案を本総会に提出

するものであります。 

当該議案を提出する理由は、後任会計監査人候補である監査法人日本橋事務所が本投資法人の

資産運用会社であるスターツアセットマネジメント投信株式会社等の会計監査を行っており、迅

速かつ効率的な会計監査を実施することが可能になると判断したからです。 

（2）退任する会計監査人の名称及び事務所所在地 

名    称：あずさ監査法人 

事務所所在地：東京都新宿区津久戸町 1番 2 号 あずさセンタービル 

（3）就任する会計監査人の名称及び事務所所在地 

名    称：監査法人日本橋事務所 

事務所所在地：東京都中央区日本橋三丁目 2番 9 号 

（4）異動予定日 

平成 21 年 1 月 19 日（本総会開催日） 

なお、平成 21 年 4 月期（平成 20 年 11 月 1 日～平成 21 年 4 月 30 日）に関わる法定監査から 

の異動となります。 

 

4. 日程 

平成 20 年 12 月 15 日 第 3 回投資主総会提出議案の役員会承認 

平成 20 年 12 月 26 日 第 3 回投資主総会招集ご通知発送（予定） 

平成 21 年 1 月 19 日  第 3 回投資主総会開催（予定） 

 

【添付資料】 

  第 3 回投資主総会招集ご通知 

 
 

以 上 

 

※ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会 

※ 本投資法人のホームページアドレス： TUhttp://www.sp-inv.co.jp UT 



 

－  － 
 

 

 

 

 

 

(1) ／ 2008/12/10 10:27 (2008/12/10 10:27) ／ wk_08525922_01_os2不動産投信様_スターツプロシード投資法人_投資主各位_P.doc 

1

  平成20年12月26日 

投 資 主 各 位  

 東京都中央区日本橋三丁目３番1 1号

 スターツプロシード投資法人
 執行役員 平 出 和 也

第３回投資主総会招集ご通知 

 
 拝啓 投資主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 さて、スターツプロシード投資法人（以下「本投資法人」といいます。）の第３回投資

主総会（以下「本投資主総会」といいます。）を下記のとおり開催いたしますので、ご出

席くださいますようご通知申し上げます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、

お手数ですが後記の投資主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書面

に賛否をご表示いただき、平成21年１月16日（金曜日）午後６時までに到着するよう、折

り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。 

 また、本投資法人におきましては、投資信託及び投資法人に関する法律第93条第１項に

基づき、規約第13条第１項及び第２項において、「みなし賛成」に関する規定を次のとお

り定めております。従いまして、投資主様が当日投資主総会にご出席になられず、かつ、

議決権行使書面による議決権の行使をなされない場合、本投資主総会における各議案につ

いて、賛成されるものとみなしてお取扱いすることになりますので、ご留意くださいます

ようお願い申し上げます。 

 
（本投資法人規約抜粋） 

 規約第13条第１項及び第２項 

 第13条（みなし賛成） 

１．投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主は

その投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これら

のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれも除く。）について

賛成するものとみなす。 

２．前項の規定による定めに基づき議案に賛成するものとみなした投資主の有する議決

権の数は、出席した投資主の議決権の数に算入する。 

敬 具 

記 

１．日   時：  平成21年１月19日（月曜日）午前10時00分 

２．場   所：  東京都中央区日本橋三丁目４番10号 スターツ八重洲中央ビル７階 

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。） 



 

－  － 
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３．目 的 事 項： 

決 議 事 項 

第１号議案： 規約一部変更の件 

 議案の要領は、後記の「投資主総会参考書類」（３頁から21頁）に

記載のとおりです。 

第２号議案： 執行役員１名選任の件 

第３号議案： 監督役員２名選任の件 

第４号議案： 会計監査人選任の件 

以 上                                      

（お願い）◎当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書面を会場受付にご提出

くださいますようお願い申し上げます。 

◎代理人の方がご出席される場合は、委任状を議決権行使書面とともに会場受

付にご提出くださいますようお願い申し上げます。ただし、代理人は、本投

資法人の投資主の方１名に限らせていただきます。 

◎当日は本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運

用会社であるスターツアセットマネジメント投信株式会社による「運用状況

報告会」を開催いたしますので、あわせてご参加くださいますようお願い申

し上げます。 

◎投資主総会参考書類に記載すべき事項について修正する必要が生じた場合は、

修正後の事項を本投資法人のホームページ（http://www.sp-inv.co.jp）に掲

載いたしますので、ご了承ください。 



 

－  － 
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投資主総会参考書類 

 

 議案及び参考事項 

第１号議案：規約一部変更の件 

１ 議案の要領及び提案の理由 

（なお、本項において取り上げられている規約の条項号の番号については、

特に断りのない限り、現行規約における条項号の番号を示すものとしま

す。） 

① 第５条、第10条、第13条、第16条、第18条、第22条、第24条、第27条、

第33条、第36条、第37条、第41条及び第42条関係 

 会社法（平成17年法律第86号）、証券取引法等の一部を改正する法律

（平成18年法律第65号）及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第66号）の施行に

より投資信託及び投資法人に関する法律及び証券取引法（現金融商品取

引法、以下「金融商品取引法」といいます。）その他投資法人に係る法

令が整備・改正されたこと等に伴い、現行の規約と関係法令との字句等

の統一を図るため、全般にわたって所要の変更を行うものです。 

② 第７条、第８条及び第34条関係 

 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する

法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第88号）の平成21年１月５

日施行により社債等の振替に関する法律が改正されることに伴い、所要

の変更を行うものです。 

③ 第15条関係 

 投資主総会の円滑な運営を図るため、投資主総会における議決権行使

の代理人の数を１名に制限するものです。 

④ 第23条及び第41条関係 

 設立の際に定めた規定のうち既に不要となった字句を削除し、規約を

簡素化するものです。 

⑤ 第25条（新設）関係 

 役員会の規約上の位置づけを明確にするため新たに規定を追加するも

のです。 

⑥ 第26条関係 

 所得税法等の一部を改正する法律（平成19年法律第６号）の施行によ

り租税特別措置法第67条の15第９項以下が廃止され、特定目的会社の優

先出資証券の全部を取得した場合の除外規定が廃止されたことに伴い、



 

－  － 
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該当条文を削除するものです。 

⑦ 第28条及び第30条（新設）関係 

 金融商品取引法上の定めに合わせて表現の明確化・具体化を図るとと

もにその他法令諸規則の変更等を受け、運用の基本方針の範囲内で本投

資法人の資産運用に必要若しくは有用と認められる資産への投資を可能

にするため、特定資産の範囲を拡大し、また特定資産に付随する資産へ

の投資を具体化・明確化するために別途条項を設けるものです。 

⑧ 第29条関係 

 新設いたしました第30条におきまして、主要投資対象の特定資産に付

随する資産を具体化・明確化したことに伴い、第29条を削除するもので

す。 

⑨ 第30条関係 

 関係団体諸規則に照らし、表現の明確化・具体化を図るものです。 

⑩ 第40条関係 

 所得税法等の一部を改正する法律（平成20年法律第23号）の施行によ

り租税特別措置法が改正され、投資法人に係る課税の特例の適用を受け

るための要件の１つである借入先（適格機関投資家）の定義が変更され

たことから、当該定義を変更するものです。 

⑪ 第２条、第７条、第10条、第12条、第24条、第25条、第27条、第33条、

第37条、第39条及び第42条関係 

 表現の明確化を図り、その他字句の修正を行うものです。 

⑫ その他 

 上記の変更に基づき規約の各条項の番号が不整合となった部分につい

て整理し、それに応じて各条項の番号を改めるとともに、規約全般にわ

たり各条項の整備を行うものです。 

 



 

－  － 
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２ 変更の内容 

 現行の規約の一部を、次のとおり変更しようとするものです。 
 （下線は変更部分を示します。） 

 
現 行 規 約 変 更 案 

第１章 総則 第１章 総則 

第１条（商号） 第１条（商号） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第２条（目的） 第２条（目的） 

本投資法人は、「投資信託及び投資法人に

関する法律」（昭和26年法律第198号、そ

の後の改正を含む。以下「投信法」とい

う。）に基づき、投資法人の資産を主とし

て特定資産（投信法第２条第１項に掲げる

資産をいう。以下同じ。）のうち不動産等

（第27条第(7)号に定義される。）及び不

動産等を主たる投資対象とする資産対応証

券等に対する投資として運用することを目

的とする。 

本投資法人は、「投資信託及び投資法人に

関する法律」（昭和26年法律第198号、そ

の後の改正を含む。以下「投信法」とい

う。）に基づき、投資法人の資産を主とし

て特定資産（投信法第２条第１項に掲げる

資産をいう。以下同じ。）のうち不動産等

（第28条第７号に定義される。）及び不動

産等を主たる投資対象とする資産対応証券

等に対する投資として運用することを目的

とする。 

第３条（本店の所在地） 第３条（本店の所在地） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第４条（公告の方法） 第４条（公告の方法） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第２章 投資口 第２章 投資口 

第５条（発行可能投資口の総口数） 第５条（発行可能投資口の総口数） 

１．    （記載省略） １．   （現行のとおり） 

２．本投資法人は、前項に規定する発行

可能投資口総口数の範囲内におい

て、役員会の承認を得た上で、投資

口の追加発行ができるものとする。

この場合において、投資口の発行価

額は、本投資法人の保有する資産

（以下「運用資産」という。）の内

容に照らし公正な価額として役員会

で承認を得た価額とする。 

２．本投資法人は、前項に規定する発行

可能投資口総口数の範囲内におい

て、役員会の承認を得た上で、その

発行する投資口を引き受ける者の募

集をすることができるものとする。

募集投資口（当該募集に応じて当該

投資口の引受けの申込みをした者に

対して割り当てる投資口をいう。）

１口と引換えに払い込む金銭の額

は、本投資法人の保有する資産（以

下「運用資産」という。）の内容に

照らし公正な金額として役員会の承

認を得た金額とする。 
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第６条（国内における募集） 第６条（国内における募集） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第７条（投資口の払戻し） 第７条（投資主の請求による投資口の払戻

し） 

本投資法人は、投資主（保管振替制度に関

する実質投資主（以下「実質投資主」とい

う。）を含む。以下同じ。）の請求による

投資口の払戻しを行わないものとする。 

本投資法人は、投資主の請求による投資口

の払戻しを行わないものとする。 

第８条（投資口の取扱規則） 第８条（投資口の取扱規則） 

本投資法人の発行する投資証券の種類、投

資口の名義書換、実質投資主名簿への記

載、質権の登録、信託財産の表示、投資証

券の再発行その他投資口及び投資証券に関

する取扱並びにその手数料については、法

令又は本規約に別段の定めがある場合を除

き、役員会において定める投資口取扱規則

による。 

本投資法人の投資主の権利の行使の手続き

その他投資口に関する取扱いについては、

法令又は本規約に別段の定めがある場合を

除き、役員会において定める投資口取扱規

則による。 

第９条（投資法人が常時保持する 低限度

の純資産額） 

第９条（投資法人が常時保持する 低限度

の純資産額） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第３章 投資主総会 第３章 投資主総会 

第10条（招集） 第10条（開催及び招集） 

１．本投資法人の投資主総会は、原則と

して、２年に１回招集される。 

１．本投資法人の投資主総会は、原則と

して、２年に１回開催する。 

２．前項のほか、投資主総会は、法令に

別段の定めがある場合その他必要が

ある場合に随時招集される。 

２．前項のほか、投資主総会は、法令に

別段の定めがある場合その他必要が

ある場合に随時開催する。 

３．投資主総会の招集は、会日から２ヶ

月前までに会日を公告し、会日から

２週間前までに各投資主に対し通知

する。 

３．投資主総会は、東京都区内のいずれ

かにおいて開催する。 

４．投資主総会は、法令に別段の定めが

ある場合のほか、執行役員が１名の

場合は当該執行役員が、執行役員が

２名の場合は、役員会において予め

定めた順序に従い執行役員の１名が

これを招集する。 

４．投資主総会を招集するには、投資主

総会の日の２か月前までに当該日を

公告し、当該日の２週間前までに各

投資主に対し通知する。 
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(7) ／ 2008/12/10 10:27 (2008/12/10 10:27) ／ wk_08525922_02_os2不動産投信様_スターツプロシード投資法人_議決権の_P.doc 

7

現 行 規 約 変 更 案 

５．投資主総会は、東京都各区内のいず

れかにおいて招集する。 

５．投資主総会は、法令に別段の定めが

ある場合のほか、役員会の決議に基

づき、執行役員が１名の場合は当該

執行役員が、執行役員が２名の場合

は、役員会において予め定めた順序

に従い執行役員の１名がこれを招集

する。 

第11条（議長） 第11条（議長） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第12条（決議） 第12条（決議） 

投資主総会の決議は、法令又は規約に別段

の定めがある場合を除き、発行済投資口の

過半数の投資口を有する投資主が出席し、

出席した当該投資主の議決権の過半数を

もって行う。 

投資主総会の決議は、法令又は本規約に別

段の定めがある場合を除き、発行済投資口

の過半数の投資口を有する投資主が出席

し、出席した当該投資主の議決権の過半数

をもって行う。 

第13条（みなし賛成） 第13条（みなし賛成） 

１．投資主が投資主総会に出席せず、か

つ、議決権を行使しないときは、当

該投資主はその投資主総会に提出さ

れた議案（複数の議案が提出された

場合において、これらのうちに相反

する趣旨の議案があるときは、当該

議案のいずれも除く。）について賛

成するものとみなす。 

１．投資主が投資主総会に出席せず、か

つ、議決権を行使しないときは、当

該投資主はその投資主総会に提出さ

れた議案（複数の議案が提出された

場合において、これらのうちに相反

する趣旨の議案があるときは、当該

議案のいずれをも除く。）について

賛成するものとみなす。 

２．    （記載省略） ２．   （現行のとおり） 

第14条（基準日） 第14条（基準日） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第15条（議決権の代理行使） 第15条（議決権の代理行使） 

１．投資主は、本投資法人の議決権を有

する他の投資主を代理人として、議

決権を行使することができる。 

１．投資主は、本投資法人の議決権を有

する他の投資主１名を代理人とし

て、その議決権を行使することがで

きる。 

２．    （記載省略） ２．   （現行のとおり） 



 

－  － 
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第16条（投資主総会議事録） 第16条（投資主総会議事録） 

投資主総会に関する議事については、議事

の経過の要領及びその結果並びにその他法

令に定める事項を記載した議事録を作成

し、出席した議長、執行役員及び監督役員

が、これに署名又は記名押印し、これを本

投資法人の本店に10年間保存するものとす

る。 

１．投資主総会に関する議事について

は、議事の経過の要領及びその結果

並びにその他法令に定める事項を記

載した議事録を作成し、出席した議

長、執行役員及び監督役員が、これ

に署名又は記名押印する。 

（新設） ２．前項の議事録は、当該投資主総会の

日から10年間、本投資法人の本店に

備え置くものとする。 

第４章 執行役員、監督役員及び役員会 第４章 執行役員、監督役員及び役員会 

第17条（役員の員数） 第17条（役員の員数） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第18条（役員の選任） 第18条（役員の選任） 

執行役員及び監督役員は、投資主総会の決

議をもって選任する。 

執行役員及び監督役員は、投資主総会の決

議によって選任する。 

第19条（役員の任期） 第19条（役員の任期） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第20条（役員会） 第20条（役員会） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第21条（役員会の決議） 第21条（役員会の決議） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第22条（役員会議事録） 第22条（役員会議事録） 

役員会に関する議事については、議事の経

過の要領及びその結果並びにその他法令に

定める事項を記載した議事録を作成し、出

席した執行役員及び監督役員が、これに署

名、記名押印又は電子署名する。 

１．役員会に関する議事については、議

事の経過の要領及びその結果並びに

その他法令に定める事項を記載した

議事録を作成し、出席した執行役員

及び監督役員が、これに署名若しく

は記名押印又は電子署名する。 

（新設） ２．前項の議事録は、当該役員会の日か

ら10年間、本投資法人の本店に備え

置くものとする。 



 

－  － 
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第23条（役員の報酬） 第23条（役員の報酬） 

１．執行役員の報酬は、当該職務と類似

の職務を行う取締役等の報酬水準、

一般物価動向、賃金動向に照らして

合理的と判断される金額として役員

会で決定する金額（但し、上限を１

人あたり月額100万円とする。）と

し、毎月、当月分を当月の末日まで

に、当該執行役員が指定する銀行口

座への振込により、支払う。但し、

設立時の 初の執行役員の報酬は、

初の任期中、１人あたり月額20万

円とする。 

１．執行役員の報酬は、当該職務と類似

の職務を行う取締役等の報酬水準、

一般物価動向、賃金動向に照らして

合理的と判断される金額として役員

会で決定する金額（但し、上限を１

人あたり月額100万円とする。）と

し、毎月、当月分を当月の末日まで

に、当該執行役員が指定する銀行口

座への振込により、支払う。 

（以下削除） 

２．監督役員の報酬は、当該職務と類似

の職務を行う監査役等の報酬水準、

一般物価動向、賃金動向に照らして

合理的と判断される金額として役員

会で決定する金額（但し、上限を１

人あたり月額50万円とする。）と

し、毎月、当月分を当月の末日まで

に、当該監督役員が指定する銀行口

座への振込により、支払う。但し、

設立時の 初の監督役員の報酬は、

初の任期中、１人あたり月額10万

円とする。 

２．監督役員の報酬は、当該職務と類似

の職務を行う監査役等の報酬水準、

一般物価動向、賃金動向に照らして

合理的と判断される金額として役員

会で決定する金額（但し、上限を１

人あたり月額50万円とする。）と

し、毎月、当月分を当月の末日まで

に、当該監督役員が指定する銀行口

座への振込により、支払う。 

（以下削除） 

第24条（執行役員及び監督役員の投資法人

に対する責任） 

第24条（執行役員及び監督役員の本投資法

人に対する責任） 

本投資法人は、投信法第115条の６第７項

に基づき、任務を行ったことによる執行役

員又は監督役員の損害賠償責任について、

法令の限度において、役員会の決議によっ

て免除することができる。 

本投資法人は、投信法第115条の６第７項

に基づき、任務を怠ったことによる執行役

員又は監督役員の損害賠償責任について、

法令の限度において、役員会の決議によっ

て免除することができる。 

(新設) 第25条（役員会規程） 

 役員会に関する事項については、法令及び

本規約のほか、役員会において定める役員

会規程による。 



 

－  － 
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第５章 運用資産の対象 第５章 運用資産の対象 

第25条（資産運用の基本方針） 第26条（資産運用の基本方針） 

本投資法人は、中長期にわたり、運用資産

の着実な成長と安定した収益の確保を目指

し、主として第27条に規定する特定資産に

投資して運用を行うものとする。 

本投資法人は、中長期にわたり、運用資産

の着実な成長と安定した収益の確保を目指

し、主として第28条に定める特定資産に投

資して運用を行うものとする。 

第26条（投資方針） 第27条（投資方針） 

１．本投資法人は、主として第27条に定

める特定資産、とりわけその主たる

用途が賃貸住宅に供される不動産

（以下「賃貸住宅」という。）又は

主として賃貸住宅を裏付けとする特

定資産に対して投資を行う。 

１．本投資法人は、主として第28条に定

める特定資産、とりわけその主たる

用途が賃貸住宅に供される不動産

（以下「賃貸住宅」という。）又は

主として賃貸住宅を裏付けとする特

定資産に対して投資を行う。 

２．～６.（記載省略） ２．～６.（現行のとおり） 

７．本投資法人が取得する特定資産のう

ち、租税特別措置法第67条の15第９

項に規定する不動産等に相当する部

分の価額の合計額が本投資法人の資

産の総額に占める割合を100分の75

以上とすることを資産運用の方針と

する。 

（削除） 

第27条（主要投資対象の特定資産） 第28条（主要投資対象の特定資産） 

本投資法人は、第25条（資産運用の基本方

針）に従い、主として以下に掲げる特定資

産に投資する。 

本投資法人は、第26条（資産運用の基本方

針）に従い、主として以下に掲げる特定資

産に投資する。 

(1) 不動産（不動産の賃貸に伴い預託を

受けた敷金、保証金その他の担保金

に相当する現金又は現金同等物等

（当該預託金額を限度とする。）及

び特定の不動産に付随する商標権、

温泉権その他の資産であって当該不

動産と併せて取得することが適当と

認められるものを含む。) 

(1) 不動産（以下削除） 

(2)～(4)  （記載省略） (2)～(4) （現行のとおり） 



 

－  － 
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(5) 匿名組合出資持分（当事者の一方が

相手方の行う上記第(1)号から第(4)

号までに掲げる資産の運用のために

出資を行い、相手方がその出資され

た財産を主として当該資産に対する

投資として運用し、当該運用から生

じる利益の分配を行うことを約する

契約に係る出資の持分（以下「不動

産に関する匿名組合出資持分」とい

う。）） 

(5) 匿名組合出資持分（当事者の一方が

相手方の行う上記第１号から第４号

までに掲げる資産の運用のために出

資を行い、相手方がその出資された

財産を主として当該資産に対する投

資として運用し、当該運用から生じ

る利益の分配を行うことを約する契

約に係る出資の持分（以下「不動産

に関する匿名組合出資持分」とい

う。）） 

(6)     （記載省略） (6)    （現行のとおり） 

(7) 前各号に掲げる資産（以下「不動産

等」という。）を主たる投資対象と

する以下の資産対応証券等（以下、

本号ａ．ないしｄ．の特定資産を併

せて「不動産等を主たる投資対象と

する資産対応証券等」という。） 

(7) 前各号に掲げる資産（以下「不動産

等」という。）を主たる投資対象と

する以下の資産対応証券等（以下、

本号ａ．乃至ｄ．の特定資産を併せ

て「不動産等を主たる投資対象とす

る資産対応証券等」という。） 

ａ．   （記載省略） ａ．  （現行のとおり） 

ｂ．資産流動化法第２条第15項に定め

る特定目的信託の受益証券（上記

(4)に掲げる信託の受益権を除

く。） 

ｂ．資産流動化法第２条第13項及び第

15項に定める特定目的信託の受益

証券（上記第４号に掲げる信託の

受益権を除く。） 

ｃ．投信法第２条第12項に定める投資

信託受益証券 

ｃ．投信法第２条第７項に定める受益

証券 



 

－  － 
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ｄ．投信法第２条第22項に定める投資

証券 

ｄ．投信法第２条第15項に定める投資

証券 

上記ａ．ないしｄ．については、

不動産等を主たる投資対象とし、

資産流動化法上の特定目的会社の

財産（上記ａ．の場合）、特定目

的信託の信託財産（上記ｂ．の場

合）、投資信託の信託財産（上記

ｃ．の場合）又は投資法人の財産

（上記ｄ．の場合）の２分の１を

超える金額を不動産等に投資する

ことを目的とするものに限る。な

お、上記それぞれの財産の２分の

１を超える金額とは、原則として

当該財産の総額に不動産等及びそ

の他の資産の評価損益を加減した

金額から第32条第２項に定める敷

金等を控除した金額の２分の１を

超える金額をいう。 

上記ａ．乃至ｄ．については、不

動産等を主たる投資対象とし、資

産流動化法上の特定目的会社の財

産（上記ａ．の場合）、特定目的

信託の信託財産（上記ｂ．の場

合）、投資信託の信託財産（上記

ｃ．の場合）又は投資法人の財産

（上記ｄ．の場合）の２分の１を

超える金額を不動産等に投資する

ことを目的とするものに限る。な

お、上記それぞれの財産の２分の

１を超える金額とは、原則として

当該財産の総額に不動産等及びそ

の他の資産の評価損益を加減した

金額から第32条第２項に定める敷

金等を控除した金額の２分の１を

超える金額をいう。 

第28条（主要投資対象以外の特定資産） 第29条（主要投資対象以外の特定資産） 

本投資法人は、前条に掲げる特定資産の

他、余剰資金の効率的な運用に資するた

め、次に掲げる特定資産により運用を行う

ことができる。 

本投資法人は、前条に掲げる特定資産の

他、余剰資金の効率的な運用に資するた

め、次に掲げる特定資産により運用を行う

ことができる。 

(1) 投信法施行令第３条第14号に定める

金融デリバティブ取引 

(1) 投資信託及び投資法人に関する法律

施行令（平成12年政令第480号、そ

の後の改正を含む。）以下「投信法

施行令」という。）第３条第２号に

定めるデリバティブ取引に係る権利 

(2) 預金 (2) 預金（第10号に定める譲渡性預金を

除く。） 

(3) 金銭債権（投信法施行令第３条第１

号、第12号及び第14号に該当するも

のを除く。） 

(3) 投信法施行令第３条第７号に定める

金銭債権 



 

－  － 
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(4) 日本政府が元本の償還並びに利息の

支払いについて保証している有価証

券及びそれらと同様あるいはそれ以

上の指定格付（証券会社の自己資本

規制に関する内閣府令第１条第４項

に規定する格付）が付与された有価

証券 

(4) コール・ローン 

(5) 本投資法人は、上記(1)乃至(4)に定

める特定資産のほか、次に掲げる資

産に投資することがある。但し、第

25条に定める資産運用の基本方針の

ために必要若しくは有用と認められ

る場合又は本投資法人の組織運営に

必要若しくは有用と認められる場合

に投資できるものとする。 

(5) 金融商品取引法（昭和23年法律第25

号、その後の改正を含む。以下「金

商法」という。）第２条第１項第１

号に定める国債証券 

ａ．商標法（昭和34年法律第127号、

その後の改正を含む。）に基づく

商標権等（商標権又はその専用使

用権若しくは通常使用権をい

う。） 

 

ｂ．温泉法（昭和23年法律第125号、

その後の改正を含む。）において

定める温泉の源泉を利用する権利

及び当該温泉に関する設備 

 

ｃ．その他、本投資法人の保有にかか

る不動産等の運用に必要なものと

して、ジャスダック証券取引所が

認めるもの 

 

（新設） (6) 金商法第２条第１項第２号に定める

地方債証券 

（新設） (7) 金商法第２条第１項第３号に定める

特別の法律により法人の発行する債

券 

（新設） (8) 金商法第２条第１項第４号に定める

資産流動化法に規定する特定社債券 



 

－  － 
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（新設） (9) 金商法第２条第１項第５号に定める

社債券（但し、転換社債券及び新株

予約権付社債券を除く。） 

（新設） (10) 譲渡性預金 

（新設） (11) 金商法第２条第１項第12号に定める

貸付信託の受益証券 

（新設） (12) 金商法第２条第１項第15号に定める

コマーシャル・ペーパー 

（新設） (13) 信託財産を主として上記第２号乃至

第12号に掲げる資産に対する投資と

して運用することを目的とする金銭

の信託の受益権 

（新設） (14) 有価証券（第28条及び上記第１号乃

至第13号に該当するものを除く。） 

（新設） 第30条（主要投資対象の特定資産に付随す

る資産） 

 本投資法人は、第26条に定める資産運用の

基本方針のために必要若しくは有用と認め

られる場合に限り以下に掲げる主要投資対

象の特定資産に付随する資産に投資できる

ものとする。 

 (1) 商標法（昭和34年法律第127号、そ

の後の改正を含む。）に基づく商標

権等（商標権又はその専用使用権若

しくは通常使用権をいう。） 

 (2) 温泉法（昭和23年法律第125号、そ

の後の改正を含む。）において定め

る温泉の源泉を利用する権利及び当

該温泉に関する設備 

 (3) 著作権法（昭和45年法律第48号、そ

の後の改正を含む。）に基づく著作

権等 



 

－  － 
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 (4) 動産（民法（明治29年法律第89号、

その後の改正を含む。以下「民法」

という。）で規定されるもののう

ち、設備、備品その他の構造上又は

利用上不動産に附加されたものをい

う。） 

 (5) 上記第１号乃至第４号に掲げるもの

に対する投資として運用することを

目的とする金銭の信託の受益権 

 (6) 資産流動化法第２条第６項に規定す

る特定出資 

 (7) 民法第667条に規定される組合の出

資持分（不動産、不動産の賃借権及

び地上権を出資することにより設立

され、その賃貸・運営・管理等を目

的としたものに限る。） 

 (8) 各種保険契約に係る権利（不動産等

及び不動産等を主たる投資対象とす

る資産対応証券等への投資に係るリ

スクを軽減することを目的とする場

合に限る。） 

 (9) 不動産等及び不動産等を主たる投資

対象とする資産対応証券等に付随し

て取得するその他の権利 

第29条（特定資産以外の資産） （削除） 

本投資法人は、特定資産以外の資産への投

資を行わない。 

 

第30条（投資制限） 第31条（投資制限） 

１．    （記載省略） １．   （現行のとおり） 

２．    （記載省略） ２．   （現行のとおり） 

（新設） ３．第29条に掲げる金銭債権及び有価証

券は、積極的に投資を行うものでは

なく、安全性又は換金性を勘案した

運用を図るものとする。 



 

－  － 
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（新設） ４．第29条第１項に掲げるデリバティブ

取引に係る権利は、本投資法人に係

る負債から生じる金利変動リスクそ

の他のリスクをヘッジすることを目

的とした運用に限るものとする。 

第31条（組入れ資産の貸付） 第32条（組入れ資産の貸付） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第６章 計算 第６章 計算 

第32条（営業期間及び決算期） 第33条（営業期間及び決算期） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第33条（資産評価の方法、基準及び基準

日） 

第34条（資産評価の方法、基準及び基準

日） 

１．本投資法人の資産の評価方法は、下

記のとおり運用資産の種類毎に定め

る。 

１．本投資法人の資産の評価方法は、下

記のとおり運用資産の種類毎に定め

る。 

(1)    （記載省略） (1)   （現行のとおり） 

(2) 信託の受益権(有価証券に該当す

るものを除く。) 

(2) 信託の受益権 

（記載省略） （現行のとおり） 

(3) 不動産に関する匿名組合出資持分 (3) 不動産に関する匿名組合出資持分 

匿名組合出資持分の構成資産が、

前第(1)号及び第(2)号に掲げる資

産の場合はそれぞれに定める評価

を行い、金融資産の場合には一般

に公正妥当と認められる企業会計

の基準に従った評価を行った上

で、これらの合計額から負債の額

を控除して当該匿名組合出資の持

分相当額をもって評価する。 

匿名組合出資持分の構成資産が、

上記第１号及び第２号に掲げる資

産の場合はそれぞれに定める評価

を行い、金融資産の場合には一般

に公正妥当と認められる企業会計

の基準に従った評価を行った上

で、これらの合計額から負債の額

を控除して当該匿名組合出資の持

分相当額をもって評価する。 



 

－  － 
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(4) 有価証券（不動産等を主たる投資

対象とする資産対応証券等を含

む。） 

(4) 有価証券（不動産等を主たる投資

対象とする資産対応証券等を含

む。） 

ａ．証券取引所に上場されている有

価証券 

ａ．金融商品取引所に上場されてい

る有価証券 

証券取引所が開設する取引所有

価証券市場又は外国有価証券市

場における 終価格に基づき算

出した価額により評価する。 

金融商品取引所が開設する取引

所金融商品市場又は外国金融商

品市場における 終価格に基づ

き算出した価額により評価す

る。 

ｂ．  （記載省略） ｂ． （現行のとおり） 

(5) 金融デリバティブ取引 (5) デリバティブ取引に係る権利 

ａ．  （記載省略） ａ． （現行のとおり） 

ｂ．取引所の相場のないもの ｂ．取引所の相場のないもの 

市場価格に準ずるものとして合

理的に算定された価額が得られ

る場合には、その価額により評

価する。また、公正な評価額を

算定することが極めて困難な場

合には、取得価額により評価す

る。 

市場価格に準ずるものとして合

理的に算定された価額が得られ

る場合には、その価額により評

価する。また、公正な評価額を

算定することが極めて困難な場

合には、取得価額により評価す

る。但し、一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準によ

り、ヘッジ取引と認められるも

のについては、ヘッジ会計が適

用できるものとする。また、金

融商品会計基準に定める金利ス

ワップの特例処理の要件を充足

するものについては、金利ス

ワップの特例処理を適用できる

ものとする。 

(6)    （記載省略） (6)   （現行のとおり） 

(7)    （記載省略） (7)   （現行のとおり） 



 

－  － 
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２．資産運用報告書等により評価額を開

示する目的で評価する場合には、第

１項第１号の「取得価額から減価償

却累計額を控除した価額」を「不動

産鑑定士による鑑定評価に基づいて

算定した価額」と読替えるものとす

る。 

２．資産運用報告等により評価額を開示

する目的で評価する場合には、上記

第１項第１号の「取得価額から減価

償却累計額を控除した価額」を「不

動産鑑定士による鑑定評価に基づい

て算定した価額」と読替えるものと

する。 

３．資産評価の基準日は、原則として、

第32条に定める決算期とするが、前

記の１項(4)ａ．及び(5)ａ．に該当

する資産については、毎月末とす

る。 

３．資産評価の基準日は、原則として、

第33条に定める決算期とするが、上

記第１項第４号ａ．及び第５号ａ．

に該当する資産については、毎月末

とする。 

第34条（金銭の分配） 第35条（金銭の分配） 

本投資法人は、毎決算期 終の投資主名簿

（実質投資主名簿を含む。以下同じ。）に

記載された投資主又は登録投資口質権者に

対し、以下の方針に従って金銭の分配を行

うものとする。 

本投資法人は、毎決算期 終の投資主名簿

に記載された投資主又は登録投資口質権者

に対し、以下の方針に従って金銭の分配を

行うものとする。 

(1)～(5)  （記載省略） (1)～(5) （現行のとおり） 

第35条（分配金の除斥期間） 第36条（分配金の除斥期間） 

（記載省略） （現行のとおり） 

第７章 会計監査人 第７章 会計監査人 

第36条（会計監査人の選任） 第37条（会計監査人の選任） 

会計監査人は、投資主総会において選任す

る。 

会計監査人は、投資主総会の決議によって

選任する。 

第37条（会計監査人の投資法人に対する責

任） 

第38条（会計監査人の本投資法人に対する

責任） 

本投資法人は、投信法第115条の６第７項

に基づき、任務を行ったことによる会計監

査人の損害賠償責任について、法令の限度

において、役員会の決議によって免除する

ことができる。 

本投資法人は、投信法第115条の６第７項

に基づき、任務を怠ったことによる会計監

査人の損害賠償責任について、法令の限度

において、役員会の決議によって免除する

ことができる。 

第38条（会計監査人の任期） 第39条（会計監査人の任期） 

（記載省略） （現行のとおり） 



 

－  － 
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第39条（会計監査人の報酬） 第40条（会計監査人の報酬） 

会計監査人の報酬は１営業期間につき

1,500万円を上限として役員会で決定され

る金額とし、当該決算期分を決算期後３ヶ

月以内に支払うものとする。 

会計監査人の報酬は１営業期間につき

1,500万円を上限として役員会で決定され

る金額とし、当該決算期分を決算期後３か

月以内に支払うものとする。 

第８章 借入金及び投資法人債 第８章 借入金及び投資法人債 

第40条（借入金及び投資法人債） 第41条（借入金及び投資法人債） 

１．    （記載省略） １．   （現行のとおり） 

２．    （記載省略） ２．   （現行のとおり） 

３．    （記載省略） ３．   （現行のとおり） 

４．借入れを行う場合、借入先は、証券

取引法第２条第３項第１号に規定す

る適格機関投資家に限るものとす

る。 

４．借入れを行う場合、借入先は、租税

特別措置法第67条の15第１項第１号

ロ(2)に規定する機関投資家に限る

ものとする。 

第９章 業務及び事務の委託 第９章 業務及び事務の委託 

第41条（業務及び事務の委託） 第42条（業務及び事務の委託） 

１．本投資法人は、投信法第198条及び

第208条に基づき、資産の運用に係

る業務を投資信託委託業者に、ま

た、資産の保管に係る業務を資産保

管会社に委託するものとする。 

１．本投資法人は、投信法第198条及び

第208条に基づき、資産の運用に係

る業務を資産運用会社に、また、資

産の保管に係る業務を資産保管会社

に委託するものとする。 

２．    （記載省略） ２．   （現行のとおり） 



 

－  － 
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現 行 規 約 変 更 案 

３．本投資法人の成立後に委託する事務

のうち、本投資法人の発行する投資

口及び投資法人債を引き受ける者の

募集に関する事務、投資主名簿及び

投資法人債原簿の作成及び備置きそ

の他の投資主名簿及び投資法人債原

簿に関する事務、投資証券及び投資

法人債券の発行に関する事務並びに

投資法人債権者に係る事務（投資信

託及び投資法人に関する法律施行規

則（平成12年総理府令第129号。そ

の後の改正を含む。）第169条第２

項第４号及び第５号に定める各事務

のことをいう。）は、適宜、一般事

務受託者を役員会で定め、一般事務

委託契約を締結することとする。 

（削除） 



 

－  － 
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現 行 規 約 変 更 案 

第42条（投資信託委託業者に対する報酬額

並びにその支払時期及び方法） 

第43条（資産運用会社に対する報酬額並び

にその支払時期及び方法） 

（記載省略） （現行のとおり） 
  
報酬の種類 計算方法と支払時期 

運用報酬Ⅰ （記載省略） 

運用報酬Ⅱ （記載省略） 

取 得 報 酬 不動産等の特定資産を取得

した場合において、その売

買代金（但し、消費税及び

地方消費税並びに取得に伴

う費用は除く。）に0.6％

（但し、資産運用会社の株

主及びその連結対象会社か

らの取得は0.55％）を上限

とする料率を乗じた金額を

上限として、取得した日の

属する月の翌月末日までに

支払うものとする。 

譲 渡 報 酬 不動産等の特定資産を譲渡

した場合において、その売

買代金（但し、消費税及び

地方消費税並びに譲渡に伴

う費用は除く。）に0.6％

（但し、資産運用会社の株

主及びその連結対象会社へ

の譲渡は0.55％）を上限と

する料率を乗じた金額を上

限として、譲渡した日の属

する月の翌月末日までに支

払うものとする。 
  

  
報酬の種類 計算方法と支払時期 

運用報酬Ⅰ （現行のとおり） 

運用報酬Ⅱ （現行のとおり） 

取 得 報 酬 不動産等の特定資産を取得

した場合において、その売

買代金(但し、消費税及び

地方消費税並びに取得に伴

う費用は除く。）に0.6％

（但し、資産運用会社の株

主及びその連結対象会社か

らの取得は0.55％）を上限

とする料率を乗じた金額を

上限として、取得した日

（所有権移転等の権利移転

の効果が発生した日）の属

する月の翌月末日までに支

払うものとする。 

譲 渡 報 酬 不動産等の特定資産を譲渡

した場合において、その売

買代金（但し、消費税及び

地方消費税並びに譲渡に伴

う費用は除く。）に0.6％

（但し、資産運用会社の株

主及びその連結対象会社へ

の譲渡は0.55％）を上限と

する料率を乗じた金額を上

限として、譲渡した日（所

有権移転等の権利移転の効

果が発生した日）の属する

月の翌月末日までに支払う

ものとする。 
  

 



 

－  － 
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第２号議案：執行役員１名選任の件 

１ 議案の要領及び提案の理由 

 執行役員平出和也は、平成21年１月31日をもって任期満了となります。

つきましては、執行役員１名の選任をお願いいたしたいと存じます。本議

案において、執行役員の任期は、現行規約第19条第１項の定めにより、就

任する平成21年２月１日より２年とします。 

 なお、本議案は、平成20年12月15日開催の本投資法人役員会において監

督役員全員の同意によって提出された議案です。 

２ 執行役員候補者として次の者の選任をお願いいたしたいと存じます。 

氏 名
（生年月日）

略 歴 

平 出  和 也

(昭和38年11月25日)

昭和63年４月 

 

平成11年11月 

平成13年11月 

 

平成16年６月 

平成17年５月 

スターツ株式会社（現スターツコーポレーション株式

会社）入社 

スターツ証券株式会社取締役就任 

スターツアセットマネジメント投信株式会社取締役就

任 

同社 代表取締役就任（現在に至る） 

本投資法人執行役員就任（現在に至る） 

・上記執行役員候補者は、本投資法人の投資口を所有しておりません。 

・上記執行役員候補者は、本投資法人が資産運用委託契約及び機関運営に係

る一般事務委託契約書を締結しているスターツアセットマネジメント投信

株式会社の代表取締役を兼任しております。 

・上記執行役員候補者は、現在、本投資法人の執行役員として本投資法人の

業務全般を執行しております。 



 

－  － 
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第３号議案：監督役員２名選任の件 

１ 議案の要領及び提案の理由 

 監督役員野村茂樹及び松下素久の両名は、平成21年１月31日をもって任

期満了となります。つきましては、監督役員２名の選任をお願いいたした

いと存じます。本議案において、監督役員の任期は、現行規約第19条第１

項の定めにより、就任する平成21年２月１日より２年とします。 

２ 監督役員候補者として次の者の選任をお願いいたしたいと存じます。 

候補者 
番 号 

氏 名 
（生年月日） 

略 歴 

１ 
野 村  茂 樹 

(昭和28年６月10日) 

昭和58年４月

 

 

平成３年３月

 

平成17年５月

弁護士登録 

奧野法律事務所（現奧野総合法律事務所） 

入所（現在に至る） 

社会福祉法人全国盲ろう者協会理事（現在に

至る） 

本投資法人監督役員就任（現在に至る） 

２ 
松 下  素 久 

(昭和23年３月24日) 

昭和46年11月

昭和55年１月

昭和56年３月

昭和60年11月

平成17年５月

平成19年３月

 

アーサーアンダーセン会計事務所入所 

松下明公認会計士事務所入所 

公認会計士登録 

松下公認会計士事務所開設 

本投資法人監督役員就任（現在に至る） 

社団法人生命保険ファイナンシャルアドバイ

ザー協会監事就任（現在に至る） 

・上記監督役員候補者は、両名とも本投資法人の投資口を所有しておりませ

ん。 

・上記監督役員候補者松下素久は、松下公認会計士事務所の代表者です。 

・上記監督役員候補者と本投資法人との間には、両名とも特別の利害関係は

ありません。 

・上記監督役員候補者は、両名とも現在、本投資法人の監督役員として本投

資法人の執行役員の職務の執行全般を監督しております。 



 

－  － 
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第４号議案：会計監査人選任の件 

１ 議案の要領及び提案の理由 

 会計監査人あずさ監査法人は、本投資主総会の終結のときをもって任期

満了に伴い退任いたします。つきましては、会計監査人の選任をお願いい

たしたいと存じます。 

 本議案は、本投資法人の資産運用会社であるスターツアセットマネジメ

ント投信株式会社等の会計監査を行う監査法人日本橋事務所を本投資法人

の会計監査人とすることにより、迅速かつ効率的な会計監査を実施するこ

とを目的としております。 

 本議案において、会計監査人の任期は、現行規約第38条第１項の定めに

より、就任する本投資主総会の終結のときより１年経過後に 初に迎える

決算期後に開催される 初の投資主総会の終結のときまでとします。 

２ 会計監査人候補者として次の者の選任をお願いいたしたいと存じます。 

名 称 監査法人日本橋事務所 

主たる事務所
の 所 在 場 所 東京都中央区日本橋三丁目２番９号 

沿 革 昭和44年８月設立 



 

－  － 
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参考事項 

 本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当

該議案のいずれにも、本投資法人の規約第13条第１項及び第２項に定める「みな

し賛成」の規定は適用されません。なお、上記の第１号議案、第２号議案、第３

号議案及び第４号議案の各議案につきましては、いずれも相反する趣旨の議案に

は該当いたしておりません。 

 

以 上 



 

 
 

 

 

 

 

 

(1) ／ 2008/12/10 10:27 (2008/12/10 10:27) ／ wk_08525922_03_os2不動産投信様_スターツプロシード投資法人_メモ_P.doc 

（メモ欄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

(2) ／ 2008/12/10 10:27 (2008/12/10 10:27) ／ wk_08525922_03_os2不動産投信様_スターツプロシード投資法人_メモ_P.doc 

（メモ欄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

(1) ／ 2008/12/10 10:27 (2008/12/10 10:27) ／ wk_08525922_99_os2不動産投信様_スターツプロシード投資法人_地図_P.doc 

 

 

投資主総会会場ご案内図 

 
 

スターツ八重洲中央ビル ７階 

東京都中央区日本橋三丁目４番10号 電話(03)6202-0362 

 
 

 
（交通）・東京メトロ銀座線・東西線 日本橋駅（出口Ｂ１）より徒歩３分 

・ＪＲ東京駅 八重洲口より徒歩５分 

       八重洲地下街23番出口より徒歩１分 

 

 

 

 

 
お願い：当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場は

ご遠慮願います。 


